
国家公務員宿舎への入居について

最高裁判所事務総局経理局

総務課公務員宿舎第一係・第二係

採用される裁判所（以下「採用庁」という｡）で勤務するに当たって、宿舎の貸与を希望さ

れる方は、別添の「宿舎関係手続チャート」（｢宿舎貸与希望の回答から入居までの流れ（概
－

要』雲L迄亘鬘≦迄童IAJ_に従って、 貸与申請をしていただくことになります。

、裁判所への採用が内定して採用庁が判明する採用内定宿舎の貸与を希望するかどうかは、裁判所への採用が内定して採用庁が判明する採用内定

日まで決められないと思いますが、遅くとも採用庁への言任日に宿舎に入居できるようにす

るためには、採用内定日の翌日までに貸与希望の有無を回答いただく必要があります。 ，

宿舎Q貸曼を誼望豆る可能性Qある直隆一下記の注意事項及び国家公務三宿舎'三コいて記

載した別添「国家公務員宿舎について」も御一読いただき、

御検討ください。

宿舎の貸与を希望するかどうか

辞一《一《一

記

＜入居を希望する場合の注意事項＞

宿舎は、「国家公務員等の職務の能率的な遂行の確保し、もって国等の事務及び事業の円

滑な運営に資すること」（国家公務員宿舎法第1条）を目的に貸与されるものであり、福利

厚生（生活支援）目的で貸与されるものではありません。

そのため、宿舎は、宿舎の空き状況、被貸与者の職務の級（貸与できる部屋の広さが変

わる)、執務への影響、通勤時間、生活上配慮すべき事情の有無等を総合的に判断して部屋

を割り当てられています。宿舎希望調査表提出後は、宿舎事務担当者にて、財務省（財務

局）との調整や各種事務を進めておりますので、原則、入居宿舎割当後に、立地や間取り、

設備の古さ等を理由に入居希望を撤回することは控えてください。

※ 合同宿舎特有の留意点

宿舎入居希望があると、財務局等から宿舎の配分を受けるなどして手続を進めますが、

手続を進めたのちに入居希望を撤回すると､財務局等からの信頼を失い､他の職員を含め、

裁判所として宿舎の配分を受けられなくなるおそれがあるのでご理解ください。



機密性2 宿舎関係手続チャート

4月16日（水）

4月17日（木）

11時まで【提出期限】

（最高裁人事局任用課

にメール提出）

･宿舎希望調査表腱
（最高裁人事局任用課から採用内

定及び採用地の通知後）

･宿舎関係データー式をメール送信

宿舎への入居を

希望しない場合

↓

宿舎への入居を

希望する場合

↓
（最高裁人事局任用課にメール提出）

･宿舎希望調査表

4月17日（木）

11時まで【提出期限】

’

↓ ゴ 入居予定宿舎や管理人の連絡先が判明

します。

宿舎貸与承認書を受領するまでは管理

人に連絡を取らないでください。

（最高裁経理局宿舎事務担当者又は採用

庁事務担当者からﾒｰﾙ送信）

･宿舎貸与申請書書式等

↓‘周24日(木）

’
までに

’（最高裁経理局宿舎事務担当者又は採用庁

事務担当者にメール提出）

･宿舎貸与申請書

4月28日（月）までに

【提出期限】

↓
(最高裁経理局宿舎事務担当菅又は採用庁｜
事務担当者からﾒｰﾙ送信） 5月8日（木）までに

．宿舎貸与承認書 （遅くとも､5月14日（水）までに）

↓
（合同宿舎の場合）

管理人と鍵の授受及び引越荷物の搬入日時に

ついて調整する。

（省庁別宿舎の場合）

採用庁事務把当者と鍵の授受について調整する。

↓
宿舎貸与承認書記載の入居日から10日以内に

入居



宿舎貸与希望の回答から入居までの流れ（概要）

宿舎貸与希望の有無を回答〈4目中旬頃》1ヒゴロ皇三丁ロヨ三U－ノ『ヨァ1雨空 圓亡。 恥→画千 劃|唾,y ー、
｜

。【最高裁人事局任用課】より【内定者_〔全員）】に対して内定及び採用地の通知
とともに宿舎希望の有無を照会

。【内定者（全員)_】は宿舎貸与希望の有無を翌日までに回答（※）
（注） この時点では貸与される宿舎は判明しておらず、②の宿舎貸与申請書類

送付時に貸与される宿舎が判明することになりますが、原則、入居宿舎割
当後に、立地や間取り、設備の古さ等を理由に入居希望を撤回することは
控えてください。

（理由）①で宿舎貸与の希望があると、所属官署は財務局等から宿舎の配分を受
けた上で②の宿舎貸与申請書類を送付します。財務局等から一旦配分を受
けた後に宿舎希望を撤回することになると、財務局等からの信頼を失い、

他の職員も含めて今後宿舎の配分を受けにくくなる事態が考えられるため
です。
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。【所属宮署の事務担当者】より【内定者_(宿舎希望者）】に対して貸与される宿
舎が記載された宿舎貸与申請書類を送付
。【内定者_(宿舎希望者）】は速やかに入居日等の必要事項を記載の上、指定され
た送付先に宿舎貸与申請書類を提出（期限厳守※）

(注） 入居日を予め管理人と調整しておく必要のある宿舎もあります。

また、入居日は管理人の勤務日とすることなどの注意事項がありますの
で、事務担当者から送付される書類をよく確認してください。
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．【所属官署の事務担当者】は速やかに貸与申請手続を行い、宿舎の維持管理機関の

承認後、【内定者_(宿舎希望者）】に対して宿舎貸与承認害を交付
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。【内定者（宿舎希望者）】は管理人等に事前連絡し、鍵の受渡日時を調整
（注） 鍵の受渡しは、宿舎貸与承認害に記載の入居日以降の日時になります。
(注） 鍵の受渡方法が異なる宿舎もあるので、事務担当者から送付される書

類をよく確認してください。

(注） 管理人へ連絡できる時期（宿舎貸与承認後でなければならない等）につ
いて、事務担当者から送付される書類をよく確認してください。
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’|越し荷物の搬入

【内定者（宿舎希望者)_】は宿舎貸与承認害記載の入居日から10B
(注） 管理人等と鍵の受渡日時を調整する際に、引越荷物の搬入日

ください。

●

、
※ ①及び②は非常にタイトな回答・提出期限となっています。これは【内定者（宿舎希望
者）】が遅くとも採用地の裁判所に言任される日には宿舎に入居できるように、それまでに宿
舎の貸与に必要な様ﾉﾏな手続を終えるためですので、御理解と御協力をお願いします。
①又は②の回答・提出期限に遅れた場合は、言任日に宿舎に入居できないこともあります。
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